
東広島市立磯松中学校 いじめ防止基本方針 
 

平成２６年４月１日策定 

 

 

文部科学省及び広島県基本方針・東広島市基本方針を受け，また，「いじめ防止対策推進法」を

もとに学校及び学校の教職員の責務（第八条）から，基本理念に則り，「いじめ」は絶対に許され

ない行為，また，違法行為ととらえ，磯松中学校いじめ防止基本方針を策定し，学校全体でいじ

め防止及び早期発見に取り組みます。在籍する生徒等がいじめを受けていると思われるときは，

適切かつ迅速にこれに対処する責務を有するところから，保護者，地域住民，こども家庭センタ

ー，警察署等の関係諸機関との連携を図る。  

 

１ 目的 

いじめ防止対策推進法の施行を受け，いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対策

を推進することで，いじめ防止を啓発，未然防止するための対策を総合的かつ効果的に対応す

ることを目的とし，磯松中学校の生徒をはぐくみ，「毎日，生徒が行きたい学校づくり」を目指

すこととする。  

 

２ いじめ防止に向けた学校の考え方  

（１）いじめの定義 

 

「いじめ」とは，「児童・生徒に対して，当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等，

当該児童・生徒と一定の人間関係にある他の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を

与える行為（インターネットを通して行われるものを含む。）であって，当該行為の対象とな

った児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

 

 

（２）いじめを防止するための基本的な方向性  

・いじめは，どの子供にも起こりうる，またどの子供でも加害者にも被害者にもなりうる最も

身近で深刻な人権侵害であるとの認識をもつ。  

・いじめは決して許されることがない行為であるとの認識を教職員・生徒・保護者・地域がも

ち，いじめのない社会を目指して，それぞれが役割を自覚して主体的かつ相互に協力して活

動する。  

・未然防止･早期発見･早期対応に努める。特にいじめ防止の三要素である「規律･学力･自己有

用感」についてあらゆる教育活動を通して意識的・計画的に指導育成し，だれもが，安心し

て，豊かに生活できるような，いじめの生起しない学校風土をつくる。  

・生徒会活動や部活動等での生徒自身の主体的ないじめ防止活動を推進し，特に人権教育の視

点から，「いじめ防止」さらには「いじめ根絶」に向けて真剣に取り組む。  

・いじめが疑われるまたは気づいた場合，迅速かつ組織的に対応する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめ根絶に向けた方針の３つの視点 
 

☆いじめの未然防止 

学校風土づくり 授業改善，適切な人間関係の確立，自己有用感の醸成 

☆早期発見･早期対応 

いじめを見逃さないための体制強化 教育相談の確立，教職員の資質向上のための研修等 

☆適切な対処 

生徒，保護者との信頼関係の確立 関係諸機関との連携強化 



３ 「いじめ防止対策委員会」の設置及び組織的な取組  

構成 学校長 教頭 生徒指導主事 学年主任 養護教諭 各学年生徒指導代表 

必要に応じて心理や福祉等の専門家の参加を求める（SC・心のサポーター）  

 

役割 いじめ事案に対して「いじめ防止対策委員会」が中核となり，担任や一部の教職員が抱

えこむことなく組織的に体系的・計画的に取り組みを推進する。  

・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成  

・いじめの相談･通報の窓口  

・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集や共有，記録  

・いじめを察知した場合には，情報の迅速な共有，関係のある生徒への事実関係の聴取，指導

や支援の体制・対応方針の決定，保護者との連携等の対応を組織的に実施  

・重大事態が生起した場合の調査及び対応  

・いじめ防止に向けた計画的，組織的な取組，及び教育相談に係る専門化との連携  

 

年間計画 

月 活動内容について 

４ 地域理解研修・小中学校による新一年生情報交換・授業参観・SC による校内研修 

５ 授業参観・部活懇談会・教育相談・体育大会等集団行動活動・SC による新入生全員面接 

６ アンケート調査・ＱＵ実施・教育相談 

７ 教育相談・地域パトロール 

８ 生徒指導研修・教育相談・地域パトロール 

９ 教育相談 

10 文化祭合唱祭等集団行動活動・教育相談 

11 アンケート調査・学校へ行こう週間・教育相談・SC による校内研修 

12 個人面談・ＱＵ実施・教育相談・いじめ一斉キャンペーン 

１ 教育相談・入学説明会（携帯末端に関わる説明，など） 

２ 教育相談・アンケート調査・SC による校内研修 

３ 小中学校による新一年生情報交換・まとめ 

 

４ いじめ防止および早期発見のための取組 

（１）いじめ防止への取組 

いじめ加害の背景には，勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ，授業

についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう，一人一人を大切にし

たわかりやすい授業づくりを進めていくこと，学級や学年，部活動等の人間関係を把握して

一人一人が活躍できる集団づくりを進めていくことが求められる。 

・いじめについての共通理解 

・いじめに向かわない態度･能力の育成 

・いじめが生まれる背景と指導上の注意 

・自己有用感や自己肯定感の醸成  

・生徒自らのいじめについて学びや取組 

学校教育活動全体を通した包括的なプログラム，授業づくり 

 

次に集団づくりの具体的な取組，生徒の主体的な取組として 

・朝読書の取組  

・学級目標づくり 

・各教科授業（磯松授業スタイル）での班活動 

・宿泊行事において，班での学習・体験を通して相互理解と協力  

・夏休み冬休み前の休みの過ごし方指導  

・体育大会，合唱祭を通して，集団の一員としての自覚と責任  

  



（２）いじめの早期発見 

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われ，判断しにくいことが多い。些細な兆

候であってもいじめではないかとの疑いをもって，早い段階から的確に関わりを持ち，いじ

めを隠したり軽視したりすることなく，真摯な態度でいじめに対応する。  

そのために教職員の見守り体制づくり，情報共有の推進，主体的な学びを促進する授業づ

くりや集団づくり， 教育相談活動，各種アンケート調査の実施等による一人一人の生徒理解

に務める。 

また，今日的な課題であるインターネット等のいじめの早期発見にむけた情報モラル教育

の推進を子供だけでなく保護者や地域に発信する。 

 

・年３回の教育相談で子供たちと向き合い，年２回の個別面談を行い保護者と情報交換・共有

を図る。  

・教育相談機能の充実として SCによる新入生全員面接や生徒指導主事による不登校生徒等への

家庭訪問等を行う。 

・いじめアンケート実施（生徒・保護者） 

・hyper-QUによる学校生活意欲，学校満足度，ソーシャルスキル等の診断の実施 

・生徒指導部として，情報共有，指導方針確認 

 

（３）いじめに対する措置 

・組織的な対応の徹底，加害･被害生徒及び保護者への報告･支援・指導，関係諸機関･専門機関

との連携，いじめが起きた集団への働きかけ，ネット上のいじめへの対応を行う。 

・教職員・保護者は，いじめ被害生徒の心に寄り添い，かつ徹底して守り抜く姿勢で，いじめ

の解決を図る。 

 

 

 
 

 

（４）研修 

   生徒理解研修 いじめ防止，対応に向けた校内研修の充実 計画的な研修  

   組織的な指導体制（指導記録の保存 専門家会議 評価の活用）  

  

（５）ＰＴＡとの連携 

  いじめの問題などを保護者，地域等と共有して対応する。  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

    他校 

 
 

 

 

学年主任 

 

全教職員 

指導助言 



５ 重大事態への対処  

重大事態：生徒の生命，心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合 

     いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合 

○児童生徒が自殺を企図した場合    ○身体に重大な障害を負った場合  

○金品等に重大な被害を被った場合   ○精神性の疾患を発症した場合  

 

 

【報告】 

重大事態と思われる案件が発生した場合は，直ちに教育委員会に報告する。  

 

【調査･報告】 

「いじめ防止対策委員会」を中核として直ちに対処するとともに，再発防止も視点においた

「調査」を実施する。調査結果を委員会に報告する。  

 

【生徒･保護者への報告】 

いじめを受けた生徒や保護者に対して，調査によって明らかになった事実関係を報告する。 

 

６ その他（学校基本方針の見直し） 

「いじめ防止対策委員会」で必要があると認められたときは見直しを行い，改定して改めて

公表する。 

 

 

 

 

付則：令和 ２年４月２１日 一部改定 

平成３１年４月１０日 一部改定 

平成３０年６月１１日 一部改定 

 


